
介護予防・日常生活支援総合事業 

第１号通所事業契約書別紙（兼重要事項説明書）  

【令和７年４月１日現在】 

 

 

１・管理者、生活相談員及び相談窓口 
電 話   ０２４２-７６-１５６６（午前8時30分～午後5時15分まで） 
受付責任者  管 理 者          1名 
受付担当者  生活相談員兼介護職員     5名 

 
※ご不明な点、サービスに関する相談、苦情等内容にかかわらずご相談下さい。 
※上記時間以外は携帯電話へ転送となります。 
※日曜日、年末年始（12月30日～1月3日）は定休日となります。 

 

 
２・事業の目的 

要支援状態又は事業対象者である利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅におい
て自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性を踏まえ、生活の質の確保
及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、第１号通所事業を提
供することを目的とします。 

 

 

３・運営方針 

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこ
の契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿
密な連携を図りながら、利用者が要支援状態となることの予防、要支援状態の維持若しくは
改善又は要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。  

 

 

４・河東デイサービスセンターの概要 

（１）提供できるサービスの種類と地域 

名 称 
社会福祉法人会津若松市社会福祉協議会 
河東デイサービスセンター 

所在地及び連絡先 
〒９６９－３４８１ 
会津若松市河東町郡山字中子山２２番地 
℡０２４２-７６－１５６６ 

事 業 所 番 号 
① 第０７Ａ０２０００６４号 通所介護相当サービス 

② 第０７７０２０１１２７号 通所型サービスＡ(緩和) 

サービスの種類
及び定員 

介護予防・日常生活支援総合事業第１号通所事業 

① 通所介護相当サービス   介護含め40名 
② 通所型サービスＡ（緩和） 各コース15名 

サービス対象区域 会津若松市 

 
・サービス対象地域外にお住まいの方で河東デイサービス利用希望の方は別途受付担当者へ 
ご相談ください。尚、７料金をご参照ください。 
 
 
 
 



（２）職員体制 

職 名 人数 職務内容 兼務 

管 理 者 1名 
業務を統括し執行するとともに運営上の
管理業務を行う。 

 

生 活 相 談 員 4名 
利用申し込みに係る関係機関、利用者家
族との連絡調整、相談業務及び通所介護
計画書の作成を行う。 

介護職員と兼務 

看 護 職 員 3名 
看護業務及び職員等に対する技術指導、
個別機能訓練計画書の作成等を行う。 

機能訓練指導員・介護職員
と兼務 

介 護 職 員 17名 
通所介護計画書を基に適切な日常生活の
介護業務を行う。 

うち5名生活相談員と兼務 
うち3名看護職員と兼務 

機能訓練指導員 4名 
機能訓練計画を基に利用者の身体機能の
回復、自立支援を目的とする機能訓練業
務を行う。 

うち1名機能訓練指導員 
専従 

 
（３）同センターの設備の概要 

食堂・日常動作訓練室 258.99㎡  

送迎車輌 7台 

 

 

ワゴン車（３台） 

乗車定員10名 

・車椅子専用席 2名 

・昇降リフター付 

ワゴン車 (1台) 

乗車定員10名 

・車椅子専用席 4名 

・昇降リフター付 

乗用車 (３台) 

乗車定員８名 2台  

乗車定員５名 1台 

 

デイルーム 

休 養 室 

和 室 

浴 室 一般浴槽 

機械浴槽 

(車イス入浴) 

特殊浴槽 

個人浴槽 

 

 
 
５・営業日及び営業時間及び対象者 

（１）営業日： ①通所介護相当サービス 
月曜日から土曜日までとします。（祝祭日は営業日となります。） 

１２月３０日～１月３日を定休日とします。 
②通所型サービスＡ(緩和) 
火曜日、水曜日、木曜日のみとします。 (祝祭日は定休日となります。) 
１２月２９日～１月３日を定休日とします。 

（２）営業時間：午前８時３０分から午後５時１５分までとします。 
 
（３）サービス提供時間帯及び送迎時間 
        ①通所介護相当サービス 

午前９時００分から午後４時００分までとします。 
迎えの送迎は午前８時００分～センター出発 
送りの送迎は午後４時０１分以降センター出発 
当日の利用状況により時間が前後する場合がありますのでご了承願います。 

 
 

②通所型サービスＡ(緩和) 
火曜日・水曜日・木曜日各コースともに午後１時４５分から午後３時１５分ま



でとします。 
迎えの送迎は午後１時１０分～センター出発 
送りの送迎は午後３時１５分～センター出発 
当日の利用状況により時間が前後する場合がありますのでご了承願います。 

（４）対象者 
   ※通所介護相当サービス 
    要支援１、要支援２、基本チェックリストによる事業対象者となります。 

尚、基本チェックリストによる事業対象者の方は週１回が基本利用回数とな
ります。 

    それ以外希望される場合は地域包括支援センターへご相談ください。 
  ※通所型サービスＡ緩和サービス 
    要支援１、要支援２、基本チェックリストによる事業対象者となります。 

 

６・提供するサービスの内容 

第１号通所事業は、事業者が設置する事業所（デイサービスセンター）にて、入浴、排せつ、

食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認やその他利用者に必要な日常生

活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持を図るサービスです。 

 
 

７・料 金 

   サービスを利用した場合の「基本料金」は以下のとおりであり、お支払いいただく「利用者料
金」は、原則として「介護保険負担割合証利用者負担の割合額」です。ただし、介護保険の支
給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。 

 
(1) 通所介護相当サービス利用料金 

月額制 (往復の送迎・入浴は基本料金に含まれており事業所で送迎を行わない場合片道あた
り47単位の減額となります。) 

 (料金表 表記は円の金額となります。)  

 介護区
分 

基本料金/月 

 

 

①  

サービス提供 

体制加算（Ⅰ）

/月 

②  

科学的介護推 

進体制加算 

/月 

③  

合計（円） 
 

①+②+③ 
備   考 

事業対象者 

要支援1 
１割 
２割 
３割 

 
 

 １，７９８ 
 ３，５９６ 
 ５，３９４ 

 
 

 ８８ 
１７６ 
２６４ 

 
 

 ４０ 
 ８０ 
１２０ 

 
  

１，９２６ 
３，８５２ 
５，７７８ 

食事代790円(利用回
数分)及び他実費分
は合計に加算された
金額が月の請求額と
なります。 

要支援2 
１割 
２割 
３割 

 
 ３，６２１ 
 ７，２４２ 

１０，８６３ 

 
１７６ 
３５２ 
５２８ 

 
 ４０ 
 ８０ 
１２０ 

 
３，８３７ 
７，６７４ 

１１，５１１ 

 
上記と同じ 
 

 
・ご利用料金の合計はあくまでも目安となります。 
・サービス提供体制加算(Ⅰ)は、介護職員の総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士の
占める割合が25％以上であることが要件となります。 

・介護職員等処遇改善加算Ⅲは基本料金＋加算料金の合計×8.0％となります。 
・若年性認知症利用者受入加算２４０円/月は対象となる方のみの加算となります。 
 

※上記枠内の食事代以外は、介護報酬の告示上の額であり法定代理受領サービスとなります。

※上記の基本利用料は、実施する各市町村が定める基準で介護予防・日常生活支援総合事業

の金額であり、介護予防・日常生活支援総合事業の金額が改定された場合は、これら基本利

用料、加算料金も改定されます。 

 



①食事代について 
昼食、おやつの給食管理費（調理費）および材料費として７９０円となります。 
尚、利用後において、何らかの理由により昼食、おやつを中止した場合についても食事代 
７９０円を請求いたします。 

②おむつ代として、１００円となります。但し、持ち込みの場合は料金の発生はしません。 
③サービス対象地域以外からの送迎料については、境界線(会津若松市)から利用者宅まで往復
分として1Kｍ当たり５０円(1Kｍ未満は切捨て)の自己負担となります。 

④その他 
・個人で使用している薬（飲薬、塗薬、貼薬、ガーゼ、テープ、目薬）等は各自持ち込みで 
の対応となります。尚、センターでは準備しておりません。 
・レクリエーション（遠足等の特別な場合）及びその他必要と認められた場合の実費料金と 
なります。 

⑤キャンセル料 
利用者の都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がかかります。 

①ご利用日の午前８時までにご連絡いただいた場合 無  料 

②上記以降のご連絡の場合（材料費等相当分） ４００円 

 
（２）通所型サービスＡ（緩和）利用料金 

月額制 (往復の送迎は基本料金に含まれておりますが、事業所で送迎を行わない場合片道あた
り33単位の減額となります。生活向上グループ活動加算はケアプランに基づき対象とされます。) 

介護区分 基本料金 
生活向上 
グループ 
活動加算 

合計（円） 備   考 

緩和対象者 
１割 
２割 
３割 

 
１，２５９ 
２，５１８ 
３，７７７ 

  
  ７０ 
１４０ 
２１０ 

 
１，３２９ 
２，６５８ 
３，９８７ 

 

※上記の基本利用料は、実施する各市町村が定める基準で介護予防・日常生活支援総合事業 

の金額であり、介護予防・日常生活支援総合事業の金額が改定された場合は、これら基本利 

用料、加算料金も改定されます。 

①キャンセル料 
利用者の都合でサービスを中止する場合、キャンセル料はかかりませんが事前に連絡をお願
いいたします。 
 

（３）支払方法 

・利用者負担額は、毎月１５日頃までに前月分の請求をいたしますので、当月末までにお支
払いください。尚、事業所指定口座引き下ろしの場合は２５日頃に引き下ろしをさせていた
だきます。その後領収書を発行いたします。 

   ・支払方法については、事業所指定口座引き下ろし（別紙書類有）、事業所支払い、銀行振
り込み（手数料は利用者方負担）のいずれかとなります。 

 

 

８・個人情報の取り扱い（秘密保持） 
・正当な理由がなくその業務上知り得た利用者または家族の秘密を漏らしません。 

この守秘義務は契約終了後も同様です。 
・事業者は、予め文書で同意を得ない限り、居宅介護支援事業者等についても利用者個人情 
報を提供致しません。 
・事業者は、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において利用者及び家族 
の個人情報を用いません。 

 
 

９・身体拘束の禁止 
デイサービス利用中は、利用者の自由を制限するような身体拘束は行いません。 

但し、利用者の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合に限っては、一時的に行



うことがあります。その際は別途説明し同意をいただきます。 

 

 

１０・緊急時及び事故発生時の対応 
サービスの提供中に容体の変化があった場合は、必要に応じ速やかな対応を講じ、主治医、

広域消防署（１１９番）、家族、居宅介護支援事業者、保険者である市町村へ連絡致します。 
尚、契約となった場合は契約書へ明記いただきます。 

 

 

１１・賠償責任 

サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき理由により利用者の生命、身体に損害を
及ぼした場合には、その損害を賠償します。 

 

 

１２・非常災害対策 

年に２回以上は非常災害（火災、地震、救命救急蘇生等）を想定し、防災訓練を行います。 
 
 
１３・サービス利用に当たっての留意事項 

① 事業所内での金銭及び品物、食物等のやり取りはご遠慮下さい。 

② 利用者又はその家族に体調変化があった場合（インフルエンザ、新型コロナウイルス及び濃
厚接触、下痢等）は職員にご一報下さい。 

   また、感染症等が発生し拡大する恐れがある場合は、営業を一時休止することもあります。  

③ 送迎は自宅を基本とします。 

④ 職員へ対しての贈物等はご遠慮願います。 

 

 

１４・高齢者虐待防止 
事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じ

ます。 

①虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 管 理 者 

虐待防止に関する窓口 生活相談員 

② 虐待防止委員会を定期的に開催し、結果について職員に周知します。 

③ 虐待防止のための指針を整備します。 

④ 虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

⑤ サービス提供中に、当該事業所又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）  

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報します。  

 

 

１５・感染症の予防及びまん延の防止 
   感染症の予防及びまん延等に関する取り組みの徹底を求める観点から必要時の委員会の 
  開催、指針の整備、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等に取り組みます。 

 
 
１６・業務継続計画の策定 
   感染症や非常災害の発生時において、利用者に対してサービス提供を継続的に実施するため、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という）を策定
し、その計画に従い必要な措置を講じます。 

   事業所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定
期的に実施する。 

   事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行い
ます。 

 

 



１７・ハラスメントへの取り組み 
   当事業所においては次の事由に当てはまる場合、利用者に対して文書で通知することにより、

この契約を解除することができます。 
利用者または家族が、事業所や職員または他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの
背信行為(介護現場におけるハラスメント対応マニュアルに定義する) を行い、その状態が改善
されない場合。 
① 身体的暴力(たたく等) 
② 精神的暴力(大声を発する、怒鳴る等) 
③ セクシャルハラスメント(必要もなく体を触る等) 等    

 
 
１８・第三者評価の実施状況 

 

第三者による 

評価の実施状況 

あり 

実施日  

評価期間名称  

結果の開示  

なし 

 
 
１９・苦情等の窓口 
（１）当事業所ご利用者相談・苦情担当 

     ※会津若松市社会福祉協議会（本所）                        

苦情解決責任者   平野 淳子       電 話 ０２４２－２８－４０３０ 

苦情受付担当者   内山 嘉昭       電 話 ０２４２－２８－４０３０      

 

（２）当事業所以外にも相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

 会津若松市高齢福祉課介護保険給付グループ  電 話 ０２４２―３９―１２４７ 

 福島県運営適正化委員会           電 話 ０２４－５２３－２９４３ 

 福島県国民健康保険団体連合会        電 話 ０２４－５２８－００４０ 

 

（３）社会福祉法人会津若松市社会福祉協議会苦情解決に関する実施要綱の通り実施いたします。 

尚、当事業所への苦情やご意見は第三者委員である「苦情解決委員」に相談することができ  

ます。 

     

  宮 城 卓 二              電 話 ０８０－５７３４－５８１８ 

𠮷 川 孝 二              電 話 ０９０－８７８６－７３４７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



介護予防・日常生活支援総合事業 

第１号通所事業重要事項説明確認書 

 

 
令和  年  月  日 

 
 

第１号通所事業の提供開始にあたり、本書面で重要な事項の説明を行いました。 
 
 
 
 

所在地    福島県会津若松市河東町郡山字中子山２２番地 
 
 
 

名   称       河東デイサービスセンター                    
 
 
 
説 明 者      職 名                   
 

 
 

氏 名                              
 
 
 

私は、本書面により、事業者から第１号通所事業についての重要な事項の説明を
受けました。 

 
 
 
        利 用 者 名      氏 名                                      
 
 
 
       家族又は代理人   氏 名                                     
 
     

（続  柄              ） 


